出向契約書

株式会社〇〇〇〇（以下「甲」という）及び株式会社△△△△（以下「乙」という）は、
以下のとおり、出向契約を締結する。

第1条（出向社員）

1． 甲は乙に対し、下記の者を出向させる。
氏名　　　　　　　　　　　　
2． 乙は、前項に定める出向社員が、甲の従業員としての地位を有したまま乙に出向し、乙の指揮監督下において、本契約に定める業務の遂行にあたることを確認する。

第2条（業務内容及び配属）

1． 第1条に定める出向社員の、乙における担当業務は下記の通りとする。

· 乙の〇〇営業所所長として、乙の経営管理、配車管理業務
· 上記に関連するマネジメント業務

2． 出向社員の勤務地及び所属は下記の通りとする。

· 勤務地　株式会社△△△△　

　　　　　　　　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3． 本条第1項に定める業務内容の変更あるいは追加の必要が生じた場合、乙は甲の事前の承諾を得なければならない。また、本条第2項に定める出向社員の勤務地、所属を変更したときは、乙は速やかに甲に連絡しなければならない。
第3条（出向期間）

1． 出向期間は下記の通りとする。

年　月　日～　　　年　月　日までの間(　年間)
2． 甲または乙のいずれかの都合によって出向期間の延長または短縮を希望するときは、相手方当事者に1ヶ月前までに申し出るものとし、双方にて協議のうえ、決定するものとする。

第4条（勤務条件）

1． 労働時間・休日

出向社員の労働時間・休憩時間および休日は、甲、乙協議の上、柔軟に乙の労働時間、休日は定めるものとする。
第5条（給与の支給）

給与については、甲の規定を適用し、甲が出向社員に直接支給する。
甲の支給する給与(月額給与・賞与)の　％を乙が負担する。会社負担の社会保険料は　％乙が負担する。

第6条（社会保険）

出向社員にかかわる厚生年金保険及び健康保険については、甲において被保険者資格を継続する。

第7条（労災保険）

労災保険については、甲が負担する。
第8条（疑義の解決）

本契約の解釈に関して両者間に疑義が生じたとき、及び本契約書に記載されていない事項について問題が発生したときは、甲、乙間にて誠実に協議し、解決に努めるものとする。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙相互に記名押印の上、各1通を保有することとする。

年　月　日

甲　住所　　

　　　　　　株式会社〇〇〇〇
　　　　　　代表取締役　〇〇　〇〇  　　 eq \o\ac(○,印)
乙　住所　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社△△△△
代表取締役　〇〇　〇〇　　　 eq \o\ac(○,印)
